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 津市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２４年９月２７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第２６号 

   津市市税条例の一部を改正する条例 

津市市税条例（平成１８年津市条例第７１号）の一部を次のように改正する。 

 第３６条の２第１項ただし書中「、寡婦（寡夫）控除額」を削る。 

 附則第１０条の２を附則第１０条の３とし、附則第１０条の次に次の１条を

加える。 

 （法附則第１５条第２項第６号の条例で定める割合） 

第１０条の２ 法附則第１５条第２項第６号に規定する市町村の条例で定める

割合は４分の３とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３６条の２第１項た

だし書の改正規定及び次条の規定は、平成２６年１月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の津市市税条例（以下「新条例」という。）第３６条の２第１

項の規定は、平成２６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平

成２５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例附則第１０条の２の規定は、平成２４年４月１日以後に取得さ

れた地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第２項第６号に規

定する除害施設に対して課すべき平成２５年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用する。 



 津市公共下水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２４年９月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第２７号 

   津市公共下水道条例の一部を改正する条例 

 津市公共下水道条例（平成１８年津市条例第２０１号）の一部を次のように

改正する。 

 第２２条第１項第４２号中「第３７号」を「第３８号」に改め、同号を同項 

第４３号とし、同項中第２７号から第４１号までを１号ずつ繰り下げ、第２６

号の次に次の１号を加える。 

(27) １・４－ジオキサン １リットルにつき０．５ミリグラム以下  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



津市教育集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

  平成２４年９月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第２８号 

津市教育集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例   

津市教育集会所の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２４４

号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表津市梅ヶ広教育集会所の項中「５番地１」を「４８番地７」に改

める。 

附 則 

 この条例は、平成２４年１０月１日から施行する。 
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 津市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。

  平成２４年９月２７日

                      津市長 前 葉 泰 幸  

津市条例第２９号

   津市火災予防条例の一部を改正する条例

 津市火災予防条例（平成１８年津市条例第２６０号）の一部を次のように改

正する。

 第１１条第１項中「全出力２０キロワット以下のもの」の次に「及び次条に

掲げるもの」を加え、同条の次に次の１条を加える。

（急速充電設備）

第１１条の２ 急速充電設備（電気を設備内部で変圧して、電気を動力源とす

る自動車等（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第９号

に規定する自動車又は同項第１０号に規定する原動機付自転車をいう。以下

この条において同じ。）に充電する設備（全出力２０キロワット以下のもの

及び全出力５０キロワットを超えるものを除く。）をいう。以下同じ。）の

位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

 その筐
きょう

体は不燃性の金属材料で造ること。

 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

 雨水等の侵入防止の措置を講ずること。

 充電を開始する前に、急速充電設備と電気を動力源とする自動車等との

間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を

開始しない措置を講ずること。 

 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等が確実に接続されていない

場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等の接続部に電圧が印加され

ている場合には、当該接続部が外れないようにする措置を講ずること。

 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地

絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止
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させる措置を講ずること。

 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知

した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速

充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること。

 自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。

 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、当該蓄電池

について次に掲げる措置を講ずること。

  ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検

   知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

  イ 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急

速充電設備を自動的に停止させること。

 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにするこ

と。

 急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろ

その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

２ 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準に

ついては、前条第１項第２号、第５号、第８号及び第９号の規定を準用する。

第１２条第２項中「前条第１項」を「第１１条第１項」に改め、同条第３項

中「前条第１項第３号の２」を「第１１条第１項第３号の２」に改め、同条第

４項中「前条第１項第７号」を「第１１条第１項第７号」に改める。

附 則

１ この条例は、平成２４年１２月１日から施行する。

２ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電

設備のうち、改正後の津市火災予防条例第１１条の２の規定に適合しないも

のについては、当該規定は、適用しない。



 津市防災会議に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２４年９月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第３０号 

津市防災会議に関する条例の一部を改正する条例 

 津市防災会議に関する条例（平成１８年津市条例第２６１号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第２号を次のように改める。 

 市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議する

こと。 

 第２条第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同条第４号とし、同

条第２号の次に次の１号を加える。 

 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

 第３条第５項第５号中「及び消防長」を削り、同項第６号を次のように改め

る。 

 消防長及び消防団長 

 第３条第５項第７号を同項第９号とし、同項第６号の次に次の２号を加える。 

 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者 

 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱

する者 

 第３条に次の２項を加える。 

７ 第５項第７号から第９号までの委員の任期は、２年とする。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 津市災害対策本部に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２４年９月２７日                        

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第３１号                  

   津市災害対策本部に関する条例の一部を改正する条例    

 津市災害対策本部に関する条例（平成１８年津市条例第２６２号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条中「第２３条第７項」を「第２３条の２第８項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



津市職員等の旅費に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

平成２４年９月１９日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第３６号 

津市職員等の旅費に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

津市職員等の旅費に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第２８号）の

一部を次のように改正する。 

第５条第１項第３号中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改め

る。 

附 則 

この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 



津市告示第２０６号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１４条の規定

に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規

定により次のとおり告示する。 

 平成２４年９月２０日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成２４年 ９月 ３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ９月 ４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ９月 ６日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ９月 ７日 

久居駅前第 1 公共自転車等駐車場 ６８ 平成２４年 ９月１０日 

久居駅前第２公共自転車等駐車場 ３５ 平成２４年 ９月１０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成２４年 ９月１１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ９月１４日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２０７号 

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）、充当通知書は、住所居所

不明のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定によ

り公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年９月２０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 

差押調書（謄本）、配当

計算書（謄本）、充当通

知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２０８号 

 地方自治法第２４３条の３第１項及び津市財政公表条例第３条の規定により

平成２４年８月３１日現在の財政状況を次のとおり告示する。 

  平成２４年９月２７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

公表内容 

１ 会計別歳入歳出予算の執行状況 

２ 一般会計予算の収入及び目的別支出状況 

３ 市債の状況 

４ 基金の状況 

５ 市有財産の状況 

６ 市税の負担状況 















津市告示第２０９号  

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）及び充当通知書は、住所居

所不明のため、送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法

律第６０号）第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険年金課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年９月２７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 
送達を受けるべき 

文書 

○○ ○○○○ 
○○○○○○○○○○○

○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○○ ○○○○○○○

○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○ ○○ 
○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 



津市公告第１２７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年９月２１日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年９月１３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市高茶屋小森町字向山１７２０番８ほか４筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市高茶屋小森町４０００番２ 

  株式会社 川﨑ハウジング 

  代表取締役 川﨑 昌美 



津市公告第１２８号

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６２条第１項の規定による津都

市計画事業の事業計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第６２条第２項

の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。

  平成２４年９月２１日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 都市計画事業の種類及び名称

  津都市計画道路事業

  ３．４．２１号雲出野田線

２ 縦覧場所

  津市建設部建設維持課













































































津市公告第１３０号 

 津市基幹情報システム現状調査等業務委託について、次のとおり公募型プロ

ポーザルを実施します。 

  平成２４年９月２４日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 業務概要 

 業務名    津市基幹情報システム現状調査等業務 

 契約期間   契約締結日から平成２５年３月１９日まで 

 提案の上限額 ６，３００千円（消費税及び地方消費税額を含む） 

２ 参加資格要件 

 津市契約規則(平成１８年津市規則第４０号)第７条に規定する津市競争

入札参加資格者名簿に登載されていること。 

ただし、津市競争入札参加資格者名簿に搭載されていない者にあっては、

次に掲げる書類を参加申込までに提出していれば津市競争入札参加資格者

名簿に登載されている者と同等とする。 

  ア 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

  イ 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登記

簿謄本） 

  ウ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されてい

ないことの証明書 

  エ 財務諸表（法人及び個人） 

  オ 印鑑（登録）証明書 

  カ 本市の区域内に事業所を有する法人にあっては、市税に係る事業所の

完納を証明する書類 

  キ 本市の区域内に事業所を有する個人にあっては、市税に係る完納を証

明する書類 

  ク 法人にあっては、法人税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未

納税額のない証明書 

  ケ 個人にあっては、所得税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未

納税額のない証明書 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定す



る一般競争入札の参加者の資格を有していること。 

 津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停

止を受けていないこと。 

 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、

及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年

法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

  ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

  エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

  オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者 

  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

  キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 公告の日から審査結果通知日の間までに、津市建設工事等指名停止基準

により指名停止を受けていないこと及びその関連企業でないこと。 

 会社更生法に基づき、更正手続き開始の申し立てがなされている者でな

いこと。 

 民事再生法に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者でな

いこと。 

 津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年訓第３

４号）に該当しないこと。 

 地方自治体又は中央省庁において下記の業務のいずれかを請け負った実

績を有すること。 

  ア 業務・システム最適化計画の策定支援（最適化計画に基づくシステム

設計・開発に係る仕様書・提案依頼書の作成支援を含む。）業務 

  イ 最適化ガイドラインやＩＴ調達最適化計画の策定支援業務 

 現在、津市より情報システム運用等に関して受注を受けていないこと。 

３ 参加申込手続き等 

 当該手続き等に必要となる次に示す書類は、津市ホームページ当該プロ

ポーザル記事内にて公開します。 



 参加申込みに必要となる書類 

  ア 参加申込書（津市基幹情報システム現状調査等業務委託に関するプロ

ポーザル方式実施要領（以下「要領」という。）様式１） 

  イ 宣誓書（要領様式２） 

  ウ 提案書（Ａ４判横、簡易製本、正本１部、副本１５部） 

提案書の表紙には、「津市基幹情報システム現状調査等業務提案書」

と記載するとともに、提案者名を記載し、提案者が押印して下さい。 

ただし、提案者名の記載及び押印は正本のみとし、副本については、

提案者名及び押印の他、社標など提案者が類推できる一切の表示を行わ

ないで下さい。提案者名又は提案者が類推される表示が認められた場合

には失格となりますのでご注意下さい。 

また、提案書は、参加申込書及び宣誓書とは別にし、提案者名及び業

務名を記載したまち付き封筒等に正副一式を入れて提出して下さい。 

 受付期間 公告の日から平成２４年１０月５日（金）午後５時まで 

        ただし、土曜、日曜日を除きます。 

 各日の受付時間は午前８時３０分から午後５時までとします。 

 受付場所 津市役所 総務部情報企画課（本庁舎２階） 

３ プロポーザルに関する質問受付及び回答について 

 受付期間 公告の日から２４年１０月２日（火）午後５時まで 

 質問方法 質問書（要領様式３）に質問事項を記入し、下記の電子メー

ルアドレスに質問書データを送信して下さい。 

        なお、受信確認のため必ず電話連絡を行って下さい。 

  ア 電子メールアドレス 229-3118@city.tsu.lg.jp 

  イ 電話番号      059-229-3118 

 回答期限 平成２４年１０月４日(木)午前８時３０分までに随時回答 

 回答方法 津市ホームページ（http://www.info.city.tsu.mie.jp/）内、

当該プロポーザル記事内にて回答します。 

 注意事項 受付期間外の質問及び指定方法以外の質問については一切受

け付けません。 

４ 契約の相手方の最優先候補者の選定について 

提案書は、津市基幹情報システム現状調査等業務に関するプロポーザル方

式審査委員会において審査し、最も高い評価を得た提案を行った提案者を契

約の相手方の最優先候補者として選定します。 



津市公告第１３１号 

平成２４年度津市任期付短時間勤務職員採用試験（平成２５年度採用予定）

を次のとおり実施します。 

平成２４年９月２７日 

                    津市長 前 葉 泰 幸  



１ 職種、採用予定人員及び受験資格

職

種

採定

用人

予員

受    験    資    格

免 許 等 生 年 月 日 そ の 他

保

育

士

十
八
人
程
度

保育士資格を有する人

又は平成２５年３月まで

に有する見込みの人

 昭和２７年４月２日以

降出生の人

地方公務員法第１６条

（欠格条項）の各号の一

に該当しない人及び通勤

可能な人

２ 職務内容

児童福祉施設における児童の保育業務

３ 任用期間

 任用期間は、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までとします。

  ※ 業務の状況及び勤務成績等により任期を更新する場合があります。

４ 受験手続等

（１） 受付期間・受付時間

日曜日、土曜日及び祝日を除き、平成２４年１０月２日（火）から平成２４年１０月１６日（火）

までの午前８時３０分から午後５時１５分までとします。

（２） 提出書類

ア 津市任期付短時間勤務職員採用試験申込書（受験票付き）------１通
※ 申込書及び受験票に同一の写真をはり、受験票は申込書から切り離さないでください。

※ 申込書は、津市ホームページからダウンロードすることもできます（必ず両面印刷にして

提出してください。両面印刷でない場合は受理できません。）。

※ 記入例を参考に正しく作成してください。

イ 返信用封筒------２通（持参による申込みの場合は１通）
※ 返信用封筒のサイズ：長形３号（縦：２３．５cm、横：１２cm）
※ この返信用封筒により受験票及び第１次試験に係る合否の通知（持参した場合は、第１次試

験に係る合否の通知）を送付しますので、８０円切手をはり付け、あて先に受験者の郵便番号、

住所及び氏名（あて名の敬称は「様」）を記入してください。

（３） 提出方法

ア 郵送による場合

上記提出書類を封入した封筒の表面に「津市任期付短時間勤務職員採用試験申込書在中」と朱

書きの上、必ず簡易書留郵便により次の送付先まで送付してください。ただし、平成２４年１０

月１６日（火）午後５時１５分までに津市総務部総務課文書・公開担当（津市本庁舎７階）に到

着した分のみ受付の手続を行います。

送付先 〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号 津市総務部人事課あて

※ 郵送による提出に御協力をお願いします。

イ 持参による場合

上記提出書類を次の提出先まで持参してください。ただし、平成２４年１０月１６日（火）午後

５時１５分までに次の提出先に持参した分のみ受付の手続を行います。

提出先 津市西丸之内２３番１号 津市総務部人事課（津市本庁舎６階）



（４） その他

ア 提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合又は虚偽の記載等がある場合等は、受付は行わ

ず、書類を返却（郵送による場合は、返信用封筒により返送）し、又は受験が無効になることが

あります。これらにより生じた書類提出の遅延等については一切責任を負いかねますので、受験

手続には十分注意してください。

イ 郵便事情等による書類到着の遅延等についても、一切責任を負いかねます。

ウ 郵送による場合で平成２４年１０月２２日（月）までに受験票が届かないときは、津市総務部

人事課（電話番号 ０５９－２２９－３１０６）へお問い合わせください。 

エ インターネット、E－ｍａｉｌ等による受付はできません。

オ 申込書等は余裕を持って早い時期に提出してください。

カ 受付後の提出書類は、一切返却できません。

５ 第１次試験

（１） 試験科目

教養試験及び専門試験 

（２） 試験の内容 

試 験 科 目 試 験 の 内 容

教 養 試 験

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推理、

数的推理及び資料解釈に関する一般知能についての択一式による筆記

試験

専 門 試 験
社会福祉、児童福祉、発達心理、保育原理・保育内容及び保健衛生

に関する択一式による筆記試験

※ 教養試験の試験問題は、高等学校卒業程度です。 

  ※ 試験問題は、活字印刷文で出題します。 

（３） 試験日

平成２４年１０月２８日（日）

（４） 試験場所

津市本庁舎８階大会議室Ａ（津市西丸之内２３番１号） 

   ※ 応募状況等により他会場で行う場合があります。 

（５） 結果発表

平成２４年１１月９日（金）（予定）に受験者全員に対し、合否について通知を発送すると

ともに、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。



６ 第２次試験

第１次試験合格者に対して次のとおり行います。

（１） 試験科目 

口述試験（個人面接）及び実技試験（課題実技） 

（２） 試験日

実技試験（課題実技）・・・平成２４年１１月２１日（水）（予定）

口述試験（個人面接）・・・平成２４年１１月２２日（木）（予定）

詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。

（３） 試験場所

第１次試験の結果発表の際に通知します。 

（４） その他

   第２次試験の受験日までに保育士証の写し等の書類を提出していただきます。

詳細については第１次試験の結果発表の際に通知します。

７ 最終合格者発表

平成２４年１２月中旬に第２次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するととも

に、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

    なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。

８ 合格から採用まで

（１） 最終合格者については、平成２５年４月１日に採用する予定です（平成２５年４月１日に

勤務できないときは、採用されない場合があります。）。

（２） 受験資格を満たさない場合又は申込書に虚偽の記載がある場合等は、採用されません。

（３） 日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は、採用されません。

９ 採用後の給与

（１） 給料

   １４８，６４０円（週３１時間勤務の場合）

  ※ 平成２４年４月１日付けでの採用の場合の給料であり、採用までに給料の改定等があっ

た場合は、当該改定額等によります。

（２） 給与

津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより、上記の給料に加えて、地域手当、通

勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。



１０ 勤務条件等

（１） 勤務時間

   月曜日から土曜日の間で１週間当たり３１時間以内、午前７時３０分から午後７時までの

間で指定する時間（原則として１日７時間４５分、週４日勤務）

（２） 勤務場所

   津市内の児童福祉施設

（３） 休日

   原則として日曜日、国民の祝日に関する法律に規定されている休日及び年末年始の休日

（１２月２９日から翌年の１月３日まで）があります。

（４） 休暇

   年次有給休暇、特別休暇（夏季休暇等）、病気休暇等があります。

（５） 福利厚生

  ア 健康診断

全職員を対象とした定期健康診断のほか、各種の健康診断を実施しています。

  イ 健康保険等

全国健康保険協会管掌健康保険、厚生年金、雇用保険に加入します。

１１ その他

この試験の詳細については、津市総務部人事課（津市本庁舎６階）までお問い合わせくだ

さい。

電話番号（０５９－２２９－３１０６）



津市水道局告示第１５号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２４年９月２８日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名 称 所 在 地 指定年月日 

田中電器店 名張市安部田９３０番地 平成２４年９月１２日 



津市教育委員会告示第９号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２４年９月２７日

  津市教育委員会

                        委員長 中 湖  喬

１ 招集の日時 平成２４年９月２８日（金）午後２時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 平成２４年度津市教育功労者表彰について


